
Ｃ  団体発足後３年未満の団体　等
　■新しく発足した団体が、地域福祉を推進するために

　　継続的に行う活動

▶申請締切　令和８年５月２９日（金）必着

▶申請方法　要綱・申請書は市社協窓口で配布、またはホーム
　　　　　　ページからダウンロードできます
　　　　　　 （※詳細は「申請の手引き」にてご確認ください）

▶問合せ・提出先
 



藤枝市社会福祉協議会  地域支援係  ☎ 667-2940   FAX  667-3319
 



〒421-1131　藤枝市岡部町内谷1400-1　　　　

ふじえだ生き生き助成金

令和８年度

“赤い羽根”

　藤枝市内に活動拠点を置き、地域福祉推進のために社会参加事業や交流

事業、外出事業などを行うボランティア団体やNPO法人、自治会・町内会

等に対して助成します。

♦助成対象事業♦

　A ボランティア団体・市民活動団体・障害当事者団体 等　
　　■地域福祉を推進するための活動で、住民や対象者に貢献できる

　　   活動や、障害児者等の自立支援や社会参加を目的に行う事業

 







（子育て支援・学習会・交流会・宿泊、日帰り事業　等）

Ｂ 自治会・町内会・ＮＰＯ法人　等
　■福祉に関する講演会、三世代・四世代交流等、

 

自治会・町内会で顔の見える関係づくりを行う事業

本事業は、赤い羽根共同募金の助成を
受けて実施いたします。


